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1　平成28年度　国税の徴収状況

（1)　国税徴収状況

本年度分 繰越分 計 本年度分 繰越分 計

　  源　    泉    　所    　得    　税

　　源泉所得税及復興特別所得税

　  申　    告  　  所    　得 　   税

　　申告所得税及復興特別所得税

　　　　　　　計

－ －

－ －

－ －

－ － － －

－

調査期間：平成28年4月1日から平成29年3月31日
用語の説明：１　徴収決定済額とは、納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額をいう。
　　　　　　　　２　収納済額とは、収納された国税の金額をいう。
　　　　　　　　３　不納欠損額とは、滞納処分の停止後３年経過等の事由により納税義務が消滅した国税の金額をいう。
　　　　　　　　４　収納未済額とは、徴収決定額のうち収納又は不納欠損を終了しない金額をいう。
(注)　１　「相続税」には贈与税を含む。　
　 　　２　「内地方消費税）」は、「消費税及地方消費税」のうち、地方消費税の金額である。
　 　　３　「除く地方消費税）」は、「合計」から、地方消費税を除いた金額である。
　　 　４　国税庁扱分のみで税関分は含まない。
(出典資料)国税庁ホームページ

法 人 税

相 続 税

印 紙 収 入

旧 税

電 源 開 発 促 進 税

揮発油税及地方道路税

区分

揮発油税及地方揮発油税

石 油 ガ ス 税

酒 税

徴　収　決　定　済　額 収　　納　　済　　額

たばこ税及たばこ特別税

石 油 石 炭 税

た ば こ 税

消 費 税 及 地 方 消 費 税

合　　　　　　　　計

航 空 機 燃 料 税

自 動 車 重 量 税

平　　成   　23　　年　 　度

地 価 税

消 費 税

復 興 特 別 法 人 税

地 方 法 人 税

所
得
税
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(単位：百万円)

本年度分 繰越分 計 本年度分 繰越分 計

源　    泉    　所　    得    　税

源泉所得税及復興特別所得税

申　    告　    所　    得    　税

申告所得税及復興特別所得税

　　　　計

－ －

－ －

－ － －

－ －

－

－ － － －

－ －

－ － － － － －

－ － － －

－

－ － －

－ － －

－ － －

－

区分

法 人 税

相 続 税

地 方 法 人 税

復 興 特 別 法 人 税

地 価 税

消 費 税

印 紙 収 入

石 油 石 炭 税

揮発油税及地方揮発油税

旧 税

合　　　　　　　　計

電 源 開 発 促 進 税

揮発油税及地方道路税

石 油 ガ ス 税

自 動 車 重 量 税

不　　納　　欠　　損　　額 収　　納　　未　　済　　額

たばこ税及たばこ特別税

航 空 機 燃 料 税

消 費 税 及 地 方 消 費 税

酒 税

た ば こ 税

所
得
税
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（２)　徴収状況(金沢国税局管内)

本年度分 繰越分 計 本年度分 繰越分 計

　  源　    泉    　所    　得    　税

　　源泉所得税及復興特別所得税

　  申　    告  　  所    　得 　   税

　　申告所得税及復興特別所得税

　　　　　　　計

－ － － － － －

－ －

－ －

－ －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ －

－ － － － － －

－ －

－ －

－ －

調査対象：平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間の国税についての徴収実績

用語の説明：１　徴収決定済額とは、納税義務の確定した国税で、その事実の確認（徴収決定）を終了した金額をいう。

　　　　　     　２　収納済額とは、収納された国税の金額をいう。

　　    　 　　　３　不納欠損額とは、滞納処分の停止後３年経過等の事由により納税義務が消滅した国税の金額をいう。

　　　　　　     ４　収納未済額とは、徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額をいう。

（注） １　相続税には贈与税を含む。

　 　　２　「内地方消費税）」は、「消費税及地方消費税」のうち、地方消費税の金額である。

　 　　３　「除く地方消費税）」は、「合計」から、地方消費税を除いた金額である。

徴　収　決　定　済　額 収　　納　　済　　額
区分

復 興 特 別 法 人 税

た ば こ 税

たばこ税及たばこ特別税

石 油 石 炭 税

平 成 年 度

地 価 税

消 費 税

消 費 税 及 地 方 消 費 税

酒 税

法 人 税

印 紙 収 入

旧 税

電 源 開 発 促 進 税

揮発油税及地方道路税

石 油 ガ ス 税

自 動 車 重 量 税

揮発油税及地方揮発油税

航 空 機 燃 料 税

相 続 税

地 方 法 人 税

所
得
税
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(単位：千円)

本年度分 繰越分 計 本年度分 繰越分 計

－ 源　    泉    　所　    得    　税

源泉所得税及復興特別所得税

－ 申　    告　    所　    得    　税

－ 申告所得税及復興特別所得税

　　　　計

－

－ － －

－

－

－ － － － － －

－ －

－ － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－

不　　納　　欠　　損　　額 収　　納　　未　　済　　額
区分

航 空 機 燃 料 税

石 油 石 炭 税

消 費 税 及 地 方 消 費 税

酒 税

た ば こ 税

復 興 特 別 法 人 税

印 紙 収 入

電 源 開 発 促 進 税

揮発油税及地方道路税

石 油 ガ ス 税

自 動 車 重 量 税

法 人 税

相 続 税

地 価 税

消 費 税

たばこ税及たばこ特別税

揮発油税及地方揮発油税

旧 税

平 成 年 度

地 方 法 人 税

所
得
税

所
得
税
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(３)税務署別徴収状況（金沢国税局管内）

徴収決定
済　　　額

収納済額
収納未済

額
徴収決定
済　　　額

収納済額
収納未済

額
徴収決定
済　　　額

収納済額
収納未済

額
徴収決定
済　　　額

収納済額
収納未済

額

　富　山

　高　岡

　魚　津

　砺　波

　金　沢

　七　尾

　小　松

　輪　島

　松　任

　福　井

　敦　賀

　武　生

　小　浜

　大　野

　三　国

徴収決定
済　　　額

収納済額
収納未済

額
 徴収決定
済　　　額

収納済額
 収納未済

額
 徴収決定
済　　　額

収納済額
 収納未済

額
 徴収決定
済　　　額

収納済額
 収納未済

額

　富　山

　高　岡

　魚　津

　砺　波

　金　沢

　七　尾

　小　松

　輪　島

　松　任

　福　井

　敦　賀

　武　生

　小　浜

　大　野

　三　国

(注)　１　徴収決定済額から収納済額を差し引いた額と、収納済額との差は不能欠損額である。　
       ２　局引受分とは、国税通則法第43条第3項の規定に基づき税務署長から国税局長に徴収の引継ぎが行われたものです。
(出典資料)　金沢国税局統計書

区　　　分

総　　額

総　　計

申告所得税

　富　山　県

　富　山　県

源泉所得税

　福　井　県

源泉所得税及復興特別所得税

消費税及地方消費税

　福　井　県

国税局引受分

酒税

　石　川　県

国税局引受分

　石　川　県

区　　分

総　　計

相続税 消費税

富
山
県

石
川
県

福
井
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県
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(単位：千円)

徴収決定
済　　　額

収納済額
収納未済

額
徴収決定
済　　　額

収納済額
収納未済

額
徴収決定
済　　　額

収納済額
収納未済

額

　富　山

　高　岡

　魚　津

　砺　波

　金　沢

　七　尾

　小　松

　輪　島

　松　任

　福　井

　敦　賀

　武　生

　小　浜

　大　野

　三　国

 徴収決定
済　　　額

収納済額
 収納未済

額
 徴収決定
済　　　額

収納済額
 収納未済

額
 徴収決定
済　　　額

収納済額
 収納未済

額

国税局引受分

　富　山　県

　石　川　県

　福　井　県

　富　山

　高　岡

　魚　津

　砺　波

　金　沢

　七　尾

　小　松

　輪　島

　松　任

　福　井

　敦　賀

　武　生

　小　浜

　大　野

　三　国

総　　計

法人税

区　　分

国税局引受分

その他の税

　富　山　県

総　　計

区　　分

揮発油税及地方揮発油税

地方法人税申告所得税及復興特別所得税

　福　井　県

たばこ税及たばこ特別税

　石　川　県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県
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２　国民所得、地方財政規模、地方税収入等の推移
　　　　　　　区分
　年度

国民所得
実績 指数22年＝100

鉱工業　　生産指数国内総生産(名目)
対前年度伸長率(%) 実績 対前年度伸長率(%)

(注)　1　国内総生産(名目)は、平成28年度までは「国民経済計算」による実績、平成29年度実績見込及び平成30年度
　　　　見込は 「平成30年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」 （平成30年1月20日閣議決定）における額で
         ある。
　　　 2　国民所得は、平成28年度までは実績、平成29年度実績見込及び平成30年度見込は（注）1と同様の経済見通
　　　　しにおける額である。
　　　 3　鉱工業生産指数は、経済産業省発表の平成23年＝100を基準とした年度の指数（総合）である、なお、平成
　　　　28年度までは実績、平成29年度実績見込及び平成30年度見込は（注）1と同様の経済見通しの対前年度伸
　　　　長率を掲げた。

　　　(出典資料)　地方税に関する参考計数資料

平成16年度

30見込

29実績見込
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(単位：億円)

対前年度伸長率(%)

鉱工業　　生産指数
実績

4　地方財政歳出総額は、平成28年度までは純計決算額、平成29年度実績見込及び平成30年度見込は地方財政計画
  額（通常収支分）である。
5　地方税収入総額は、平成28年度までは決算額、平成29年度実績見込は最近の実勢を加味して算出した額、平成30
　年度見込は地方財政計画額に計画外税収入見込額を加えた額である。また、（　）内は、地方法人特別譲与税を加算
　した計数である。

対前年度伸長率(%)実績
地方税収入総額地方財政歳出総額

対前年度伸長率(%)

　　区分
　　　　　　年度

平成16年度

30見込

29実績見込
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平成16年度

29実績見込

30見込

国税 地方税 租税総額

３　国民所得に対する国税及び地方税負担率の推移

国民所得
国税 地方税 租税総額

(注)　1　国民所得は、平成28年度までは実績、平成29年度実績見込及び平成30年度見込は「平成30年度の経済見通しと
        経済財政運営の基本的態度」(平成30年1月20日閣議決定)の参考資料における額である。
　　　 2　国税は特別会計分及び日本専売公社納付金を含み、平成28年度までは決算額、平成29年度実績見込は補正
         後予算額、平成30年度見込は当初予算額である。
　　　 3　地方税は、平成28年度までは決算額、平成29年度実績見込は最近における実績を加味して算出した額、平成30
        年度見込は地方財政計画額に計画外税収入見込額を加えた額である。
　　　 4　平成22年度以降の(　)内は、地方法人特別税の額を国税から控除し、地方税に地方法人特別譲与税を加算した場
　　　　合である。
       5　国税及び地方税の租税負担率は、それぞれ算出し四捨五入してあるので、その合計は必ずしも租税総額と同率
        でない場合がある。

　　　(出典資料)地方税に関する参考計数資料

租税負担額(億円)
年度

租税負担率(％)
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４　国民1人当たりの国税及び地方税負担額の推移 (単位：円)

平成16年度

29実績見込

30見込

(注)　1　国税及び地方税については、3表の(注)に同じである。
　　　 2　人口については、各年度の3月31日現在住民基本台帳人口。
　　　　　平成25年度以降は、各年度の1月1日現在住民基本台帳人口。
　　　　　平成28年度及び平成29年度は、平成28年1月1日現在住民基本台帳人口。

総額年度 負担指数国税 地方税


